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～山大医学部・附属病院教職員の生活と権利を守る～ 
のんたニュース 

 

     2020 年 9 月 10 日 第 40 号 

山口大学教職員組合小串分会 
★小串分会事務所：B 棟３階西 

内線 2909  TEL：0836-22-2909(FAX 兼) 

E-mail：kbunkai@ma6.seikyou.ne.jp 

★組合本部事務所：山口市吉田 内線 5034 

E-mail：fuy-union@ma4.seikyou.ne.jp 

山口県労連･県医労連「地域医療構想市民アンケート」結果公表 
今年 3 月に 30 名以上の組合員の方にご協力いただきました「地域医療構想市民アンケート」について、

県医労連・県労連が県庁記者クラブでその結果を公表しました（6/4）。 

まずは『地域医療構想を知っているかどうか』について「よく知っている」8％、「少し知っている」35％、

「知らない」58％で、あまり知られていない状況が明らかになりました。続いて『県内 6384病床の削減』

についても、「よく知っている」4％、「少し知っている」22％、「知らない」74％で、この内実についても、

県民の認知度が低いことが判明しました。 

『地域医療構想』に対する県民の認知度が低いもと、ましてや新型コロナ対応のもとで、機械的な病床削減

はあってはならないことです。 

この「構想」についての全国的な動きとしては、石川県が「統廃合や現在の病床の削減は行わない」と 

厚生労働省に回答したとの新聞報道がありました。県が現場の声を聞き、それをくみ上げた結果です。 

山口県でも、まずは県民に知らせること、あわせて現場の声・県民の声を広く聞くこと 

から始めなければなりません。 

＊地域医療構想とは 

2016年 7月に策定した「山口県地域医療構想」に基づき、2025年までに国の 

基準に沿って県内病床の約 3割にあたる 6,384床を削減しようとするもの。 

☎ 番号が変わ

りました！☎    

（お知らせ）2020 年度小串分会総会について 
 

小串分会では、年に１回総会を行っていますが、2019 年度については組合事務所の一

時移転や新型コロナ対応のため開催できませんでした。このことについて、6/24 の役員会

で、2019 年度の総会開催は中止し、2020 年度総会を開催することを決定しました。 

 また 8/25 役員会で、山陽小野田市など県内での新型コロナ感染症の広がり、あわせて

医療現場であることを念頭におき、今回は特例的に対面での総会は行わず、書面審議で行う

ことを確認しました。                          

～今後の流れとしては、以下を考えています～ 

 

 

 

 
 
 
 
 
～後日あらためてお知らせします～ 

9 月中～2020 年度議案書（案）を組合員へ送付。    

質問など受付（受付期間 1 週間） 

     ↓ 

10 月～可否投票の用紙を送付（投票期間：１週間） 

↓ 

賛成票過半数か、反対・保留票の計が半数未満であれば、可決 
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 事務局からのお知らせ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県医労連大会が山口市小郡ふれあいセンターで開催され、山口大学からは３名が出席しました。当日

は、新型コロナ対応のため開催時間を縮小して 1 時間で行われ、2019 年度活動報告・決算、2020

年度運動方針が全員一致で承認されました。 

なお、長年、書記長として県医労連を引っ張ってこられた中村鈴枝さんが、今回の大会をもって退任

されました。40年間、医療現場で働く労働者のために様々なご尽力をされ、成果をあげられました。

とても快活なお人柄で、山大病院での組合新規加入説明会へも現場に駆けつけてくださって、一緒に加

入の呼びかけをしていただきました。組合としても心よりお礼をお伝えしたいと思います。 

新しい書記長は、椙山智昭さんです。今後も引き続き、県医労連にご協力いただきたいと思います。 

＊県医労連の監査役として、小串分会からも 1 名の方が担当されていましたが、来年度ご退職のため、今

年度かぎりということで退任のご挨拶をされました。 

監査役、おつかれさまでした！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇小串事務所の再移転について（2020 年 11 月～１２月頃予定） 

旧第２病棟の改修工事のため一時的に現在の B 棟 3 階へ移動していましたが、改修工事も

終わるとのことで、旧第２病棟、名称改め「総合研究棟」へ戻ります。新しい事務所は、１

階北側（郵便局の奥（旧薬剤部））となります。移転が続き、皆さまには大変ご迷惑をおかけ

しますが、よろしくお願いします。 

 

〇小串事務所のメールアドレスと電話番号が変わります！ 

 メールアドレスは、 kbunkai＠yamaguchi-u.ac.jp  

 電話番号は、現在の内線番号 2909 がそのまま外線でも使えるようになりました。 

           電話番号 0836（22）2909  

 

新型コロナウイルス感染症対応への各種給付金について 

山口大学が「危険手当（仮称）」（１日 5000 円）を支給する方向で調整していることは、前回

のんたニュースでもお知らせしたとおりですが、これとは別に、国からも医療従事者へ慰労金が

給付されます。「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」というもので、これは新

型コロナ感染症患者だけでなくそれ以外の患者もふくめて接する機会のあった医療従事者および

医療関係者（事務職員も含む）に給付されるもので、附属病院は県から役割を設定された医療機

関であるため、１人当たり慰労金（最大 20万円）が給付されます。（※給付には、実施期間・実

勤務日数等、条件があります。） 

給付申請については、大学が取りまとめ、県に申告し、国から給付される仕組みとなっていま

す。大学担当者によると、近いうちに申請に関する書類を配布するとのことで、実際の給付は、

年内もしくは年明け 1月頃になるだろうとの話でした。 

 


